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１
．
知
的
財
産
権
の
種
類

Ｑ
１　
知
的
財
産
権
と
は
ど
の
よ
う
な
権
利
で

　
　
　
す
か
？

Ａ　
「
知
的
財
産
権
」
と
は
、
特
許
権
、
実
用

新
案
権
、
意
匠
権
、
商
標
権
、
著
作
権
な
ど
の

知
的
財
産
に
関
す
る
権
利
で
す
。「
知
的
財
産
」

と
は
、
発
明
、
考
案
、
意
匠
、
商
標
、
著
作
物

な
ど
で
す
。
発
明
、
考
案
は
技
術
的
な
ア
イ
デ

ア
で
す
。
意
匠
は
物
品
の
デ
ザ
イ
ン
で
す
。
商

標
は
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
目
印
で
す
。
著
作
物

は
、
文
芸
、
学
術
、
美
術
ま
た
は
音
楽
の
創
作

的
表
現
で
す
。

２
．
特
許
出
願
の
注
意
点

Ｑ
２　
特
許
出
願
を
す
る
際
に
は
、
ど
の
よ
う

　
　
　
な
点
に
注
意
が
必
要
で
す
か
？

Ａ　
最
も
注
意
す
べ
き
点
は
、
出
願
す
る
ま
で
秘

密
に
す
る
こ
と
で
す
。
出
願
す
る
前
に
一
般
に
知

ら
れ
て
し
ま
う
と
、
拒
絶
理
由
と
な
り
、
発
明

を
保
護
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
Ｈ
Ｐ
）
に

よ
る
紹
介
、
試
験
販

売
、
新
聞
掲
載
、
学

会
発
表
な
ど
に
注
意

が
必
要
で
す
。
実
用

新
案
や
意
匠
で
も
同

様
で
す
。

　

ま
た
、
出
願
前

に
、
同
じ
発
明
が
な

い
か
、
先
行
技
術
調

査
を
す
る
こ
と
も
大

切
で
す
。
先
行
技
術

調
査
は
、デ
ー
タ
ベ
ー

ス
「
特
許
情
報
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
に

よ
り
無
料
で
可
能
で

す
。
ま
た
、
特
許
出

願
書
類
の
作
成
は
、
弁
理
士
に
依
頼
す
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。
出
願
書
類
は
、
審
査
を
受
け
、

特
許
権
の
権
利
書
と
な
り
ま
す
。
出
願
書
類
に

不
備
が
あ
れ
ば
、
発
明
を
保
護
で
き
な
い
ば
か
り

か
、
逆
に
模
倣
品
の
製
造
を
助
長
す
る
結
果
と

な
り
ま
す
。

Ｑ
３　

発
明
し
た
製
品
が
取
材
を
受
け
、
新

　
　
　

聞
に
掲
載
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
　
　

こ
れ
か
ら
、
特
許
を
取
得
す
る
の
は

　
　
　

無
理
で
し
ょ
う
か
？

Ａ　
取
得
で
き
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。
出
願

の
際
に
新
規
性
喪
失
の
例
外
手
続
き
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、
新
聞
掲
載
の
拒
絶
理
由
を
回
避
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
新
聞
掲
載
か
ら
１
年
以
内

に
特
許
出
願
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
平
成
30

年
の
６
月
８
日
ま
で
は
６
カ
月
以
内
の
出
願
が

必
要
で
し
た
が
、
法
改
正
に
よ
り
１
年
に
延
長

さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
新
聞
記
事
を
見
た
人

が
そ
の
発
明
を
公
開
し
た
場
合
に
は
、
拒
絶
理

由
に
な
り
ま
す
の
で
、
早
め
の
出
願
を
お
勧
め

し
ま
す
。

３
．
商
標
登
録
の
必
要
性

Ｑ
４　
特
許
権
を
取
得
す
る
の
に
必
要
な
料
金

　
　
　
は
？
ま
た
、
料
金
を
安
く
す
る
方
法
は

　
　
　
あ
り
ま
す
か
？

Ａ　
特
許
権
の
取
得
に
は
、
特
許
出
願
料
と
し

て
１
万
４
０
０
０
円
、
出
願
審
査
請
求
手
数
料

と
し
て
最
低
12
万
２
０
０
０
円
、
特
許
料
と
し

て
最
低
６
９
０
０
円
が
か
か
り
ま
す
。た
だ
し
、

左
上
の
表
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
出
願

審
査
請
求
手
数
料
と
特
許
料
を
３
分
の
１
の
金

額
に
軽
減
で
き
ま
す
。
ま
た
、
国
際
出
願
に
関

す
る
手
数
料
も
３
分
の
１
に
軽
減
で
き
ま
す
。

な
お
、
特
許
庁
の
料
金
の
ほ
か
、
出
願
手
続
き

を
弁
理
士
に
依
頼
し
た
場
合
、
弁
理
士
費
用
が

か
か
り
ま
す
。

Ｑ
５　
飲
食
店
を
経
営
し
て
い
ま
す
が
、
店
の

　
　
　
名
前
は
商
標
登
録
が
必
要
で
す
か
？

Ａ　
商
標
登
録
し
て
お
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。
店
名
が
他
人
に
商
標
登
録
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
、
登
録
し
な
く
て
も
使
用
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
先
に
使
用
し
て
い
て
も
、
後
か
ら
他
人

に
商
標
登
録
さ
れ
る
と
、
商
標
権
侵
害
と
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。
現
在
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普

及
し
て
い
ま
す
の
で
、
Ｈ
Ｐ
で
知
っ
た
遠
方
の

商
標
権
者
か
ら
突
然
、
警
告
書
が
届
く
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
店
名
を
安
全
に
使
用
し
続
け
る
た

め
、
商
標
登
録
を
お
勧
め
し
ま
す
。

誌上相談室 Q＆A　新聞の政治面や経済面で、「知的財産権」の
文字をしばしば目にするようになりました。
しかし、知的財産権は、国際政治や大企業
だけの問題ではありません。むしろ中小企
業にこそ、知的財産権の取得と活用が求め
られます。知的財産権は、特許権、商標権
などいくつかの種類に分かれており、それ
ぞれ法律によって手続きや保護が規定され
ています。また、料金の軽減免除などの特
典を受けられる場合があります。各権利と
制度を正しく理解して、知的財産権を取得
し経営に生かしましょう。

【テーマ】

須
田
　
篤 

氏

【
回
答
】

当
所
エ
キ
ス
パ
ー
ト
・
バ
ン
ク
登
録
専
門
家

ア
ー
ト
特
許
商
標
事
務
所
（
青
葉
区
中
央
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
弁
理
士
（
特
定
侵
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
訴
訟
代
理
業
務
登
録
）

知的財産権を
　　　取得しましょう

要件 提出する証明書類
a.小規模の個人事業主 小規模企業者の要件に関する証明書
b.事業開始後10年未
　満の個人事業主

事業開始届（個人が新たに事業を始めたときに納税
地を所轄する税務署長に提出する書類）の写し

c.小規模企業
（法人）

会社（株式会社等）

・小規模企業者の要件に関
する証明書
・法人税確定申告書別表
第2の写し又は株主名
簿・出資者の名簿

協同組合
（出資を有する場合）

・小規模企業者の要件に関
する証明書
・法人税確定申告書別表
第2の写し又は出資者の
名簿

資本又は出資を有しな
い法人（財団法人、社団
法人等）

小規模企業者の要件に関
する証明書

d.設立後10年未満で
　資本金3億円以下
　の法人

会社（株式会社等）

・定款又は法人の登記事
項証明書
・法人税確定申告書別表
第2の写し又は株主名
簿・出資者の名簿

協同組合
（出資を有する場合）

・定款又は法人の登記事
項証明書
・法人税確定申告書別表
第2の写し又は出資者の
名簿

資本又は出資を有しな
い法人（財団法人、社団
法人等）

・前年度の貸借対照表
・定款（寄付行為）又は法
人の登記事項証明書

４
．
料
金
の
軽
減

〔料金軽減の条件について〕


